
令和３年度「飯山市輝く地域づくり支援金」制度概要 
 

１ 趣旨 

  地域住民がともに喜び合い、豊かさを実感でき、活力あふれ輝く地域づくりを進めるた

め、集落（区）、公共的団体等が地域住民とともに自ら考え、自ら行う地域の活力を生み

出す事業に対し、支援金を交付するもの。 

 

 

２ 交付対象者 

次のいずれかに該当する者とする。ただし、当該支援金を一度受けた者を除く。 

⑴ 集落（区）又は地区区長会 

⑵ 公共的団体等（市内に事務所等を有し、公共的活動又は地域の活性化に資する活動を

営む団体） 

 

 

３ 交付対象事業 

  次のいずれかに該当する事業とする。 

⑴ 地域協働の推進に関する事業 

⑵ 文化の振興に関する事業 

⑶ 安全・安心な地域づくりに関する事業（防災、防犯、交通安全対策等） 

⑷ 環境保全及び景観形成に関する事業 

⑸ その他地域の元気を生み出す地域づくりに資する事業 

 

 

４ 交付対象外事業 

⑴ 市が交付する補助金等の交付対象事業 

⑵ 国又は県（「地域発 元気づくり支援金」を除く）の補助金等を受けた事業及び国又

は県等の外郭団体から助成金を受けた事業 

⑶ 分担金、負担金の支出に限られる事業 

⑷ 宗教関連事業、政治関連事業及び公序良俗に反する事業 

⑸ 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業 

 

 

５ 交付対象経費 

  支援金の交付の対象となる経費は、交付対象事業の実施に要する経費から次に掲げる経

費及び特定財源の額を控除したものとする。 

⑴ 団体又は施設の運営費や人件費 

⑵ 用地取得又は賃借に要する経費及び補償費 

⑶ 調査研究及び計画作成に係る委託費 

⑷ 食糧費 

 

 

６ 支援金の交付額等 

重点テーマ 交付率 交付限度額 

該 当 交付対象経費の５分の４以内 100 万円 

非該当 交付対象経費の 10 分の７以内 50 万円 

 



 

 

⑴ 令和３年度重点テーマ 

 

次のいずれかに該当する事業であって、第２期飯山市総合戦略の推進に資する 

と認められるもの。 

① 地域の資源活用、環境整備等による若者の移住・定住の推進に資する事業 

② 地域の課題解決のための交流人口又は関係人口の創出・拡大に資する事業 

 

⑵ 千円未満は切り捨てる。 

⑶ 年度内交付可能額は既決予算の範囲内とする。 

 

 

７ 選定方法 

  選定委員会による審査を経て採択を決定する。 

 

 

８ 選定基準 

⑴ 地域の実情や住民ニーズに対応した事業であること。 

⑵ 公益性の高い事業であること。 

⑶ 事業実施に向けて関係者の合意形成が図られていること。 

⑷ 関係法令等に係る諸手続きがなされていること。 

⑸ 事業の有効性が認められること。（費用対効果、実施時期、計画の熱度、事業効果等） 

⑹ 集落等が実施する事業にあっては、地域住民の参画を得て実施する事業であって、自

ら考え、自ら行う活動を促すものであること。 

⑺ 公共的団体が実施する事業にあっては、事業の効果が組織内に留まることなく、広く

地域住民を巻き込む事業であること。 

⑻ 事業の継続性及び発展性が認められること。（将来計画、自立的な組織体制及び資金

計画） 

⑼ その他市長が必要と認める基準を満たしていること。 

 

 

９ 事業の公表 

⑴ 採択（交付決定）事業については、適宜公表する。 

⑵ 当該年度決算までに実績報告に基づく総括書等を作成し、市ホームページに掲載する。 

 

 

10 実施スケジュール 

・事業説明       ４月５日            区長会協議会 

４月８日            活性化センター所長会議 

・事業募集       ４月８日～５月 17 日 市ホームページ・広報紙掲載 

・選定委員会・結果通知 ５月下旬～６月上旬    

・交付申請・交付決定  ６月中 

 

 


